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都市計画
区域

市町
区域区分の
法定義務

地域の特性

神戸 神戸市

有

✔臨海部に市街地が広く連
たん

✔市街化区域に９割以上の
人口が集中

阪神間

三田市

芦屋市

西宮市

尼崎市

伊丹市

宝塚市

川西市

猪名川町

東播

明石市

無

[東播磨地域～姫路市の臨海部]
✔市街地が広く連たん

[内陸部＆姫路市以西]
✔市街地が飛び地状に分布
✔合併前の旧町村中心部も
含め約９割が市街化調整
区域

✔北播磨地域では、人口の
４割以上が市街化調整区
域に居住

加古川市

高砂市

播磨町

稲美町

三木市

小野市

加西市

西脇市

加東市

中播

姫路市

たつの市

福崎町

太子町

西播

相生市

赤穂市

上郡町

東播
中播

西播

阪神間

神戸

県内の区域区分を定める都市計画区域
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区域区分の見直しの全体フロー
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[１ 区域区分に関する基本的な方針 ]

✔目指すべき都市構造
✔区域区分に係る基本的な考え方

[２ 都市計画区域の設定 ]

✔都市の一体性等の調査

[３ 区域区分の有無の決定]

✔都市計画区域における区域区分の要否を検討

市町意見

市町意見

県

県

県



１ 区域区分に関する基本的な方針

目指すべき都市構造

✔市街化調整区域の性格を維持しつつ計画的なまちづくり
を進めるため、｢特別指定区域｣等の制度に加え、新たな
基準の設定など更なる弾力化を進め、より地域の実情に
応じた柔軟な土地利用を推進

用途地域

〈市街化区域〉 〈市街化調整区域〉

用途地域ごとに
立地できる用途を制限

原則、開発等 ○

(例)住宅＋小規模事業所○
特別指定区域

(例)工場等

個別許可

○
地区計画

原則、開発（建築）行為

視点 ・持続可能 ・ｱｼ゙ ｬｲﾙ ・地方分権

×

各都市機能集積地区の特色を生かした

都市機能分担と地域間のﾈｯﾄﾜｰｸ化

市街地のｴﾘｱ

市街地以外のｴﾘｱ

都市機能の更新・充実

民間投資を適切に誘導し都市の競争

力を強化

日常生活に必要なｻｰﾋﾞｽ機能を確保

定住の促進等による地域活力の維持

持続可能な地域連携型都市構造の実現

Ａ市

地域連携型都市構造化のイメージ

Ｂ市

[社会情勢の変化や課題] ✔人口減少･超高齢化の進行 ✔経済活動の縮小､地域活力の低下 ✔働き方・暮らし方の変化 ✔ﾆｰｽﾞの多様化

市街地以外のｴﾘｱの主な取組

市街地のｴﾘｱの主な取組

✔都市計画法の特例制度等を活用し、大規模商業施設

や都市型住宅等を適切に誘導
✔立地適正化計画に基づく誘導施設や届出制度の活用

等により、都市機能を誘導

中播阪神間

✔区域区分を設定する

区域区分に係る基本的な考え方

• 都市計画法の規定に

より区域区分の設定

が義務※

東播 非線引き（但馬、丹波、淡路等）

✔原則、区域区分を設定する
• 開発需要が高いことから、無秩序な市街地拡大を防止する必要あり

西播

• 開発需要が低いことから、急

激かつ無秩序な市街地の進行

は想定されない

✔原則、区域区分を設定
しない（無秩序な市街化が
進行する可能性がある場合

は、必要に応じて設定）

臨海部

内陸部

・一定の開発需要があることから、農地や優良景観の保全等にも配慮したﾊﾞﾗﾝｽのとれた土地利用が必要
・調整区域の面積･人口比率が高く、活力低下が見られる地域もあることから、地域活力を維持していく
ため、新たな土地利用ﾆｰｽﾞに迅速に対応する等、市町が主体となってまちづくりができる仕組が必要

全域

✔原則、区域区分を設定する

ただし、市町が区域区分と同様の土地利用ｺﾝﾄﾛー ﾙを行う場合は、設定しないことも可とする

※国による義務化の見直しがなされた場合、区域区分に係る基本的な考え方について再検討を行う 3



２ 都市計画区域の設定

✔区域区分の有無は、都市計画区域ごとに定めるように規定されているため、都市計画区域の一部の市町で区域区分を廃止する場合は、

都市計画区域を分割する必要がある

✔その際、分割した都市計画区域が、それぞれ、都市（圏域）として同一性・一体性を有するか総合的に判断する

西播 中播 東播

神戸

阪神間

項 目 内 容

土地利用の状況及び見通し
• 土地利用の状況や見通し、都市の成り立ち、市街地の

形成、人口密度等

地形等の自然的条件 • 位置や地勢、河川流域圏等の一体性

通勤・通学等の日常生活圏
• 通勤・通学や休日における自由目的（買い物、食事及

びレクリエーション等の生活関連の目的）による人の
移動等

主要な交通施設の設置状況 • 基幹道路や鉄道、バス等の交通施設の設置状況等

社会的、経済的な区域の
一体性等

• 都市機能（医療、福祉、教育、商業等）の連携や分担、
広域防災、観光や産業振興の連携等

※下表の考え方をもとに、圏域の同一性・一体性を判断する
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✔市街地の拡大の可能性
✔既成市街地への影響
✔農地や森林等への影響

[② 廃止した際の影響調査]

✔区域区分を廃

止する都市計
画区域に隣接
する市町等と
の調整

[④ 広域調整]

３-1 区域区分を設定している都市計画区域における区域区分の要否の判断フロー
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区域区分の要否判断

[① 市町の土地利用計画]

✔土地利用のｿﾞｰﾆﾝｸﾞ等

✔区域区分に替わる土地利用ｺﾝﾄﾛｰﾙ手法の決定

[③ 市町による土地利用コントロール]

※ｺﾝﾄﾛｰﾙ手法のﾎﾟｲﾝﾄ
①市町の土地利用計画に沿った規制・誘導となっているか

②区域区分を廃止した際の影響を抑制できる規制・誘導となっているか

市町 県＆市町

市町

県



３ｰ１-① 市町の土地利用計画【市町】

西脇市土地利用計画図

※西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、相生市、たつの市、赤穂市、猪名川町、稲美町、福崎町、太子町、上郡町

■県条例に基づく土地利用計画は県内13市町※で作成済

【西脇市土地利用計画図】

✔ 区域区分の廃止後、旧市街化調整区域において無秩序な開発を抑制しつつ計画的なまちづくりを進めていく必要がある。

✔ このため、市町が、旧市街化調整区域において、営農環境の確保や景観の維持等の観点も踏まえ、利活用するエリアと保全するエリ

アをゾーニングしたバランスのよい土地利用計画を作成し、市町都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝに反映させ、それに沿った形で土地利用コント
ロールを図る。

区域 基本的な考え方

集落 既存の住宅を中心に良好な生活環境の保全と創造する区域

農業 農業の振興を図る区域（農振農用地区域等）

森林 森林としての地域環境の形成を図る区域

保全 森林、里山、鎮守の森等の良好な自然環境の保全を図る区域

特定 地域の活性化を図り、一定の開発を計画的かつ適正に誘導する区域
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３ｰ１-② 区域区分を廃止した際の影響調査【県＆市町】

主な影響調査項目 想定される影響

市街地の拡大
の可能性

将来の住宅地需要の見通し
✔旧調整区域での無秩序な開発が進む
✔旧調整区域内に立地する大規模店舗や学校等周辺、

大規模ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ周辺において市街地が拡大・拡散
する

✔新たな都市施設の整備ｺｽﾄが生じる

将来の産業用地需要の見通し

大規模ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの有無

既成市街地
への影響

既成市街地における空家・空地の増加の可能性
✔旧市街化区域で土地利用が進まず、①区画整理事

業や産業団地等の宅地が活用されない、②既成市
街地における空家・空地が増加する

✔密集市街地における都市環境の改善が停滞
✔既成市街地での都市施設の整備が遅れる

密集市街地等の状況

都市施設の整備状況

農地等
への影響

優良な農地や森林等緑地に影響を及ぼすおそれ
のある開発の可能性

✔農用地区域除外が進行し、優良農地が減少
✔無秩序な開発による営農環境が悪化
✔優れた景観や緑豊かな地域環境の喪失
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３-１-③ 主な土地利用コントロール手法【市町】

区域 特定用途制限地域による立地規制基準の目安

集落区域 低層住居専用地域並の規制（住居、小規模店舗等のみ立地可）

農業区域 農業用施設のみ立地可

森林区域 森林資源を活かしたﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ等の施設のみ立地可

保全区域 原則、建築物の立地不可

特
定
区
域

工業系 工業専用地域並の規制 (工場、物流施設：○、住宅：×）※規模や業態等は必要最小限に制限

商業系 第２種中高層住居専用区域並の規制（店舗,事務所：1,500㎡以下：○、遊戯施設,ﾎﾃﾙ・旅館：×）

公共公益系 第１種中高層住居専用地域並の規制 (小中学校、高校、大学、保育所、病院 等：○)

特定用途制限地域 (都市計画法）

立地適正化計画 （都市再生特別措置法） 自主条例等による小規模開発への対応

土地利用計画図

✔ 用途地域を定めていない区域において、特定用途の建築物の立地を制限する地域について都市計画を決定

✔ 立地制限内容は、原則として下記をﾍﾞｰｽとし、各地域の特性やﾆｰｽﾞ等に応じ、市町がｶｽﾀﾏｲｽﾞして作成

✔ 都市機能や居住機能を誘導する区域を定め、多極ﾈｯﾄﾜｰｸ型

のｺﾝﾊﾟｸﾄなまちづくりを推進
・誘導区域内では国の予算・金融上の支援あり
・誘導区域外で一定の開発を行う際は届出要（勧告も可）
→緩やかな誘導・規制

土地利用計
画の例

土地利用計画
図の例

都市機能誘導区域

居住誘導区域

都市計画区域
立地適正化計画制度のイメージ

医療・福祉施設

文化施設

商業施設 等を誘導

✔ 都市計画法の開発許可が不要となる小規模開発に対し、市町条例等

により技術基準（道路や給排水施設の確保等）への適合を義務付ける
ことで良好な宅地水準を確保

区 域
開発許可が必要な開発面積

１千㎡未満 １千㎡以上 3千㎡以上

都市
計画
区域

線引き
調整区域 適用

市街化区域 適用

非線引き 適用市町条例等で対応

※景観の保全や旧市街化区域の土地利用とのﾊﾞﾗﾝｽの観点から、用途だけでなく、必要に応じ、階数の制限又
は県等が建築基準法に基づく低層住居地域並の容積率及び建蔽率の制限を定める等、形態にも配慮する。
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３-１-③ 区域区分を廃止した際の土地利用コントロール手法の導入【市町】

※ 特定用途制限地域の指定の他、市町の自主条例に立地可能な用途を定めることもできる

● 実施すべき方策 ▲ 必要に応じ実施すべき方策

影響項目
用途地域
継続

特定用途制限
地域等※1

地区計画
用途地域

立地適正化
計画

自主条例等
（小規模開発に対する
技術基準の設定）

密集市街地整
備事業の推進

緑条例の
適用

旧市街化区域 旧調整区域 旧調整区域 全域 全域 旧市街化区域 全域

市
街
地
の
拡
大
の
可
能
性

将来の人口増加 ● ● ▲ ●
将来の住宅用地需要 ● ● ▲ ● ●
将来の商業用地需要 ● ● ▲ ● ●
将来の工業用地需要 ● ● ▲ ●
将来の宅地需要 ● ● ● ●
大規模ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄによる
市街地拡大の可能性 ● ● ▲

地形その他の地理条件

廃止後の旧調整区域における宅
地需要の有無

その他の要因

既
成
市
街
地
へ
の
影
響

既成市街地における空家・空地
の増加 ● ●
密集市街地等、計画的な市街
地整備を図る区域 ● ● ● ● ●

都市施設の整備状況 ● ● ●
公共施設の効率的な整備 ● ● ● ●
その他の要因

農
地
等
へ
の

影
響

優良な農地や森林等緑地又は
その周辺で開発が起こる可能性
があるか

● ▲ ● ●
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３ｰ１-④ 広域調整【県】

✔県は、区域区分を廃止する都市計画区域に隣接する市町等※に対し、区域区分廃止に伴い市町が定める土地利用計画及びそれを担保す

る土地利用コントロール手法と隣接都市の土地利用規制の状況等も勘案のうえ相互調整を行う

[広域調整の視点]
① 区域区分を廃止する市町間で土地利用計画及び規制内容に大きな差異等がないか

② 区域区分を廃止する市町の土地利用計画及び規制内容が、隣接する市町等に対し、
大きな影響を及ぼす可能性がないか

広域調整の視点＆流れ

Ｃ市
（区域区分廃止意向）

Ｄ町
（区域区分廃止意向）

Ａ市
（区域区分維持意向）

Ｂ町
（区域区分維持意向）

Ｅ市

Ｆ市

視点①視点②

線引き都市計画区域 区域区分の要否検討を行う
都市計画区域

（旧線引き都市計画区域）
（非線引き都市計画区域）

視点②

Ａ市 Ｂ町 Ｃ市 Ｄ町

✔C市、D町の土地利用計画及び規制内容の妥当性

Ａ市 Ｂ町 Ｃ市 Ｄ町

Ｅ市 Ｆ市

Ｅ市 Ｆ市意見
聴取

[広域調整の流れ]

✔意見照会
✔隣接市町等からの意見に対するC市、D町の対応の確認・調整

調整
会議

県

県

※ 上記妥当性が確認できるまで実施

都市計画審議会諮問県

✔広域調整（視点①②）の妥当性

広域調整了県

※ 原則、調整を実施するのは隣接市町とするが、その他の市町から広域調整を求める意見がある場合には、必要に応じて、当該市町も含め調整を実施する。
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区域区分は不要 区域区分を設定

① 開発需要があるか

(都市計画区域単位）② 無秩序な市街化が進行する可能性

YES

NO

YES

NO

３ [都市計画区域] 都市計画区域の設定③ 広域調整 区域区分を設定する都市計画区域に隣接する市町との調整

NO YES

NO

YES

区域区分設定の意向
YES

NO

11

(都市計画区域単位）

３-２ 区域区分を設定していない都市計画区域における区域区分の要否の判断フロー

県

市町

④ 区域区分に替わる
土地利用ｺﾝﾄﾛｰﾙ手法の検討



● 実施を検討すべき方策 ▲ 必要に応じ実施を検討すべき方策

※開発需要が高い地域に限定して指定することも可能
※用途地域や特定用途制限地域の指定のほか、市町の自主条例に立地可能な用途を定めることもできる

影響項目 用途地域※ 特定用途制限地域等※ 地区計画 立地適正化計画
自主条例等

（小規模開発に対する
技術基準の設定）

将来の人口増加
● ● ▲ ● ●

将来の住宅用地需要

将来の商業用地需要 ● ● ▲ ● ●

将来の工業用地需要 ● ● ▲ ●

将来の宅地需要 ● ● ● ●

大規模ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄによる
市街地拡大の可能性 ● ● ▲

３-２ 区域区分に替わる土地利用コントロール手法の導入【市町】
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